平成２３年●月●日

従業員各位

年末調整のご案内

今年も早いもので年末調整の時期がやってまいりました。提出が必要な書類を各自ご確認いただき、下記期日までに●●部●●課●●宛にご返送ください。

返送期日：平成２３年１１月●日
I. 平成２４年分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書　　　全員提出が必要です
· 記入例はサイトリンクをご覧ください。
· （あらかじめ前年の扶養の状況を記入して配布する場合）扶養等に変化がある場合は、赤字で訂正して異動月日を記入してください。

· 平成２３年中の入社で、前職がある方は前職の源泉徴収票（平成２３年分）を裏面に貼って提出してください。
· 『所得の見積額』については計算ツール（サイトリンク）を利用してください。
II. 平成２３年分　給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
下の４つのどれか一つでも該当すれば提出が必要です。（どれにも該当しない場合は提出は不要です。）

· 記入例はサイトリンクをご覧ください。
1 生命保険料を支払った人

⇒ 「生命保険料控除」の欄に明細を記入し、証明書を裏面に添付してください。
2 地震保険料・損害保険料（平成１８年以前に契約をしている１０年以上の長期損害保険に限ります）を支払った人

⇒ 「地震保険料控除」の欄に明細を記入し、証明書を裏面に添付してください。
3 給与天引き以外に自分や家族の国民年金や国民健康保険などの社会保険料を支払った人

⇒ 「社会保険料控除」の欄に明細を記入し、国民年金については証明書を裏面に添付してください。
4 配偶者の所得が年間３８万超７６万円未満（詳しくはサイトリンクを参照）の人
⇒ 右側の「配偶者特別控除申告書」の欄に配偶者の収入等を記入してください。必要に応じて計算ツール（サイトリンク）を利用してください。
III. 平成２３年分　給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

平成２２年以前に住宅ローン控除の適用を受け、税務署から住宅借入金等特別控除申告書が送られてきており、平成２３年末に住宅ローンの残高がある方は提出が必要です。

· 記入例はサイトリンクをご覧ください。
· 金融機関から送られてきた、平成２３年末の借入残高証明書を裏面に貼付してください。

· 平成２３年中に住宅を取得し、新たに住宅ローン控除の適用を受ける方は、年末調整では控除を受けることができませんので、確定申告により手続きを行なってください。
ご不明の点がありましたら、●●課●●（ＴＥＬ：●●●－●●●）までご連絡ください。

以上
